
 

平成２０年１２月１日 

第十管区海上保安本部 

 

 

 

フェリー船内無差別殺傷事犯対応訓練について 

 

 第十管区海上保安本部においては、近年、街角など人が多く集ま

る場所での無差別殺傷事件が頻発している情勢を踏まえ、フェリー

船内で不審者を発見した時の対応要領、船内で事件が発生した場合

の１１８番通報体制及び乗員による初動措置について、各保安部署

を通じて旅客船会社等に指導してきました。 

 多くの人が公共交通機関を利用する年末年始を迎え、この度、鹿

児島海上保安部ではフェリー船内無差別殺傷事犯対応訓練を実施い

たします。 

 

日  時  平成２０年１２月１０日(水) １３００～１４００ 

場  所  第１６桜島フェリー船内 

      （桜島桟橋の鹿児島市側を出発） 

実施部署  鹿児島海上保安部 

実施内容  海上保安官がフェリー乗組員に対して刺股の使用方

法等を指導した後、旅客室内で刃物を所持して暴れて

いる犯人をフェリー乗組員が制圧する訓練等を実施し

ます。 

そ の 他  取材可能です。 

 

【問い合わせ先】 
警備救難部 警備課長 山下 
TEL：099-250-9800(内：3110) 




